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阿賀野市教育委員会規則第２号 

   阿賀野市立幼稚園通園バス運行に関する規則の一部を改正する規則 

阿賀野市立幼稚園通園バス運行に関する規則（平成１９年阿賀野市教育委員会規則第

８号）の一部を次のように改正する。  

 題名を次のように改める。 

阿賀野市立認定こども園通園バス運行に関する規則 

第１条中「幼稚園」を「認定こども園」に、「第１０条」を「第１１条」に改める。 

第２条中「幼稚園の行事」を「認定こども園の行事」に改め、同条の表阿賀野市立安

田幼稚園の項を削る。 

第３条第１項中「者は、」の次に「市立認定こども園を利用し、かつ」を加え、「満３

歳以上」を「３歳以上（満３歳に達する日以後の最初の３月３１日を経過した）」に改め

る。 

第４条第１項中「市立幼稚園の」を削る。 

第１号様式から第３号様式までを次のように改める。 
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第１号様式（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第４条関係） 

 

 

 

 

 



第３号様式（第５条関係） 

 

    

 

 

 



附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

  

 


